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議案第  号 

 

令和８年度鎌ケ谷市下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度鎌ケ谷市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処 理 区 域 内 人 口                82,588人 

（２）年 間 有 収 水 量               6,551,896㎥ 

（３）主要な建設改良事業                      

管渠建設改良事業                 1,514,658千円 

流域下水道建設負担金                        187,734千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収        入 

 第１款 下水道事業収益                              1,911,637千円 

  第１項 営業収益                  1,100,197千円 

  第２項 営業外収益                  811,440千円 

支        出 

 第１款 下水道事業費用                1,873,135千円 

  第１項 営業費用                  1,770,519千円 

  第２項 営業外費用                   99,856千円 

  第３項 特別損失                       260千円 

  第４項 予備費                     2,500千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する719,065千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,454千円、当年

度分損益勘定留保資金449,605千円及び減債積立金226,006千円で補てんするものとする。）。 
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収        入 

 第１款 資本的収入                  1,621,152千円 

  第１項 企業債                   1,141,300千円 

  第２項 他会計出資金                  68,827千円 

  第５項 国庫補助金                  380,000千円 

  第７項 負担金                    31,025千円 

支        出 

 第１款 資本的支出                  2,340,217千円 

  第１項 建設改良費                 1,702,392千円 

  第３項 企業債償還金                 634,325千円 

  第８項 予備費                     3,500千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

 千円 

 

証券発行 

又は 

証書借入 

４％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いては、利率見

直しを行った後

において、当該

見直し後の利

率） 

 政府資金についてはその

融資条件により、銀行その

他の場合にはその債権者と

協定するものによる。 

 ただし、市財政の都合に

より据置期間及び償還期限

を短縮し、又は繰上償還若

しくは低利に借換えするこ

とができる。 

公共下水道事業 775,000 

資本費平準化 184,000 

流域下水道事業 182,300 

  

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）営業費用 

-　386　-
R8 下水

５



 （２）営業外費用 

 （３）特別損失 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費                          159,417千円 

 

 

 

令和８年２月１９日 提出 

                        鎌ケ谷市長 芝 田  裕 美      
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